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平成３１年労第１１６号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する｡ 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

労働基準監督署長（以下「監督署長」という。）が平成３０年５月８日付けで再審

査請求人（以下「請求人」という。）に対してした労働者災害補償保険法による療養

補償給付を支給しない旨の処分を取り消すことを求める。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、平成２６年５月１９日、会社Ａ（以下「会社」という。）に雇用され、

Ｂ所在の会社Ｃ営業所において企画営業業務に従事していた。 

２ 請求人は、平成２８年１１月１７日、Ｄ医療機関に受診したところ、「Ｆ３２．

１ 中等症うつ病エピソード」と診断された。請求人によると、上司からのセクシ

ュアルハラスメント（以下「セクハラ」という。）及びパワーハラスメント（以下

「パワハラ」という。）が原因であるという。 

３ 本件は、請求人が、請求人に発病した精神障害は業務上の事由によるものであ

るとして療養補償給付の請求をしたところ、監督署長はこれを支給しない旨の処

分（以下「本件処分」という。）をしたことから、本件処分を不服として同処分の

取消しを求める事案である。 

４ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査請

求をしたところ、審査官が平成３１年１月１７日付けでこれを棄却する旨の決定

をしたことから、更にこの決定を不服として本件再審査請求をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

 （略） 

２ 原処分庁 

 （略） 

第４ 争  点 

請求人に発病した精神障害が業務上の事由によるものであると認められるか。 
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第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

 １ 当審査会の事実認定 

  （略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人の精神障害の病名と発病時期については、請求人の症状の経過等から

みて、平成２８年１０月頃、ＩＣＤ－１０診断ガイドラインの「Ｆ３２ うつ病

エピソード」（以下「本件疾病」という。）を発病したものと判断する。 

（２）精神障害の業務起因性の判断基準は、決定書理由に記載の「心理的負荷による

精神障害の認定基準について」（平成２３年１２月２６日付け基発１２２６第

１号。以下「認定基準」という。）のとおりである。 

（３）請求人の主張等を総合すると、本件疾病の発病前おおむね６か月間（以下「評

価期間」という。）における請求人の業務による心理的負荷をもたらす出来事と

して、上司からのセクハラ及びパワハラ並びに仕事内容・仕事量の変化が考え

られるので、以下検討する。 

（４）上司であるＥからのセクハラについて 

請求人は、Ｅから、①何度も２人だけでの食事に誘われた、②テニスやジョギ

ングに誘われた、③食事と能の鑑賞に２人だけで行く計画を立てられ、同鑑賞

の日は日程を入れないように言われた、④誕生日の度にプレゼントをもらった、

⑤背中や肩を頻繁に触られた、⑥仕事中ににやにやして見られたり、不謹慎な

ことを言われた、⑦Ｆ、Ｇ及びＨへの出張について、Ｅと請求人の２人だけで行

くよう執拗に迫られた、⑧会社のミーティングの席で、請求人にセクハラをし

たと公言された、⑨請求人の家族の葬儀のときに、会社には家族葬であると伝

えたにも関わらず、弔問に訪れ、会社のスマートフォンを渡された、など、一連

のセクハラを受けたと主張する。 

この点、Ｅは、平成２９年１２月１３日付け聴取書において、同人が請求人に

対して行ったことはセクハラだとは思っていないとしつつ、要旨、「①私は、請

求人から、請求人の入社時に、他の従業員は昼食はどうしているのかと聞かれ

たので、近くに安くておいしいところがあるので案内するがどうか、と申し出

て、請求人が入社した週に３回請求人と昼食に行ったが、それ以降は請求人を
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誘っていない。また、私は、請求人と２人で残業していたときに、請求人に、一

緒に食事をしないかと誘ったことが１回だけあるが、同じ日に２回声かけして

も拒否されたので、それ以降は請求人を誘っていない。部下を昼食や夕食に誘

うことは、請求人に限らずよくあることであった。②請求人を能に誘ったのは、

会社Ｃ営業所の職員は皆誘ったことがあり、誘っていないのは請求人だけだっ

たためであり、請求人に断られたら家族と行けばいいと思っていた。③請求人

が入社して最初の誕生日に、メッセージをつけてケーキを贈った。請求人は、自

分だけそういう扱いを受けるのは困ると言っていた。私は、次の年には贈るか

迷ったが、贈ることにした。私は、誕生日のプレゼントを請求人にだけ贈ってい

るものではない。④私は請求人に対し３回ほど肩をぽんとたたいたことはある

が、激励の意味合いである。また、レディファーストの意味合いで、エレベータ

ーから先に降りるよう背中を押したことがある。⑤私が請求人の家族の葬儀に

出席したのは、請求人が会社に送付したメールの中に、葬儀への会社関係者の

出席を拒む記載がなかったため、会社規定に従って、会社代表として出席した

だけである。請求人に会社のスマートフォンを貸したのは、海外出張が迫って

いて、会社に出て来られるようになるまで、会社との連絡用に必要と考えたか

らである。」旨を述べている。Ｉは、平成３０年２月２日付け聴取書において、

Ｊは、同年３月１３日付け電話聴取書において、請求人の主張するいずれの出

来事も、請求人がＥからセクハラを受けたとは思わない旨述べている。 

また、請求人が海外出張に２人だけで行こうと誘われたことを含むＥからの

セクハラを会社に訴えたことに対して、Ｉは、本件疾病発病前の平成２８年９

月、Ｅに対して、今後は、Ｅと請求人が出張を含めて２人だけで行動しないよう

にする、などと記載された要望書を渡し、会社の業務体制を、両名が直接関わら

ないように対応している。 

上記を踏まえれば、請求人は、Ｅから、食事に誘われたり、連年にわたって誕

生日プレゼントとしてメッセージ付きのケーキを贈られたり、肩や背中を触ら

れたことが認められ、これらの出来事は、相当程度の困惑、恐怖となったことは

想像に難くないが、一方で、Ｉが上記要望書をＥに渡し一定の対応をして状況

の改善が図られ、その後Ｅから請求人に対する行為が継続していないことを考

慮すれば、請求人に生じた同出来事は、認定基準別表１「業務による心理的負荷

評価表」（以下「認定基準別表１」という。）の具体的出来事「セクシュアルハ
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ラスメントを受けた」（平均的な心理的負荷の強度「Ⅱ」）に該当するものの、

Ｉにより改善が図られていることから、「中」である例の「胸や腰等への身体接

触を含むセクシュアルハラスメントであっても行為が継続しておらず会社が適

切かつ迅速に対応した」に該当し、同出来事の心理的負荷の総合評価は「中」に

とどまるものであると判断する。 

（５）上司からのパワハラについて 

請求人は、Ｇに出張中、Ｅから突然、サンプルとして購入したが販路がなく、

同人からずいぶん昔に社販で売ればいいと指示を受けたまま２年間も売れ残っ

ていた商品について、販売元に買い戻してもらえるチャンスが来たのに適切に

対処しておらず営業担当者としてなってないなどと、理不尽な叱責を受けたと

主張する。 

この点、Ｅは、平成２９年１２月１３日付け聴取書において、おおむね請求人

の主張どおりの内容の叱責をしたことを認めているが、Ｉは、平成３０年２月

２日付け聴取書において、請求人とＥとの間で請求人の主張するような内容の

やりとりはあったが、Ｅは怒鳴ったり、大声を出したりはしていなかった、ま

た、Ｅと請求人はお互いの考えが理解できない様子であった旨を述べている。

また、Ｉは、上記聴取書において、Ｊは、同年３月１３日付け電話聴取書におい

て、いずれも、請求人がＥからパワハラを受けたとは思わない旨を述べている。 

上記を踏まえれば、請求人は、Ｅから、売れ残った商品の処分の方法について

適切に対応していない旨叱責口調で指摘され、請求人が反発したことが認めら

れるが、同出来事は、請求人とＥとの間で、売れ残り商品の処分方法について考

えの違いが生じたにすぎないものであることから、請求人に生じた同出来事は、

認定基準別表１の具体的出来事「上司とのトラブルがあった」（平均的な心理的

負荷の強度「Ⅱ」）に該当するものであり、同出来事の心理的負荷の総合評価は

「弱」であると判断する。 

（６）仕事内容・仕事量の変化について 

請求人は、労働時間が業務上の心理的負荷の要因となったわけではない旨述

べるが念のため、上記の点について検討する。この点については、審査官が労働

時間集計表を作成しているところ、同労働時間集計表は、パソコンのログオン・

ログオフ記録等客観的資料並びに請求人及び複数の会社関係者からの聴取等を

基礎として労働時間を算定しており、評価期間も適切であって、その集計結果
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は、おおむね妥当と認められる。同労働時間集計表によれば、請求人は、発病前

４か月目から発病前３か月目にかけて、時間外労働時間数が２０時間以上増加

しているが、１か月当たり４５時間以上とはなっていないことから、請求人に

生じた同労働時間の増加を、認定基準別表１の具体的出来事「仕事内容・仕事量

の（大きな）変化を生じさせる出来事があった」（平均的な心理的負荷の強度

「Ⅱ」）に当てはめても、同出来事の心理的負荷の総合評価は「弱」であると判

断する。 

（７）以上のとおり、請求人が主張する業務による心理的負荷をもたらす出来事は、

その総合評価が「中」となる出来事が１つ、「弱」となる出来事が２つであるか

ら、その心理的負荷の全体評価は「中」であって、請求人に発病した本件疾病は

業務上の事由によるものということはできない。 

３ 結  論 

以上のとおり、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから、

請求人の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 

 

令和２年３月２５日 

 


